
その余の主な統計データ（審理

期間別の既済件数及び事件割合，

終局区分別の既済件数及び事件割

合，争点整理手続の実施件数及び

実施率）について，前回から大き

な変化は見られず，民事第一審訴

訟事件と比べると，審理期間が6

月以内の事件の割合が低く， 1年

を超える事件の割合が高いこと，

大半の事件が判決で終局するこ

と，争点整理手続の実施率が顕著

に低いことは，前回と同様である

【表39】審理期間別の既済件数及び事件割合
（行政事件訴訟及び民事第一審訴訟事件）
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【表40】終局区分別の既済件数及び事件割合
（行政事件訴訟及び民事第一審訴訟事件）
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【表41】争点整理手続の実施件数及び実施率
（行政事件訴訟及び民事第一審訴訟事件）
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民事第一審訴訟事件に係る実情調査の概要と検証

1 実情調査の位置付け（目的）

民事第一審訴訟事件については，第6回報告書でも指摘したとおり，争点整理期間が若干長く

なり，それに伴って全体の審理期間が長期化する傾向にある。争点整理は，裁判所と当事者との

間で主要な争点や重要な証拠について認識を共有することにより，攻撃防御を当該争点に集中さ

せ，必要な人証を集中して調べることで，充実した審理を迅速に行うためのものであるところ，

争点整理期間が長期化している状況からは， このような認識共有の作業が必ずしも円滑に行われ

ていないことがうかがわれる。そこで，今回の検証では，認識共有の現状等や，認識共有を阻害

する要因を分析し，認識共有のための実務上の工夫及びそのあい路に係る実情調査を行うことと

した。また，付随的に，合議体による審理の活用の実情や，法曹人口が増加する一方で民事訴訟

事件が減少ないし横ばいとなっている要因等についても調査対象とした。これらの点について調

査するため，平成28年2月及び9月に，大規模，中規模及び小規模の地方裁判所本庁各1庁の

計3庁の裁判所並びに上記本庁3庁に対応する単位弁護士会に対して実情調査を行った。

実情調査の結果及びそれを踏まえた検証検討会での議論等の要点は，次のとおりである。

（

2争点整理における裁判所と当事者との間の認識共有

（1）実情調査の結果

ア認識共有の現状等

裁判所の側からは，①単純な事件において，準備書面の記載等から当事者との間で認識に

そごがないと確認できる場合には，明示的に争点等を確認していないが，それ以外の場合には，

特に争点整理の中盤から終盤に掛けて，争点の軽重や重要な間接事実が何かという点について，

釈明権の行使や暫定的心証開示等を通じて認識共有を図っている，②争点整理の結果の記録化

については，審理の過程で重要な事項を調書に記載するほか，複雑な事件では争点整理表等を

作成することもあるが，弁論準備手続終結段階で争点等を調書に記載することは必ずしも多く

なく，記戦する場合も，争いのある主要事実を摘示する程度にとどまることが多いといった現

状認識が示された。

他方，代理人の側からは，①裁判所から求釈明を受けることはあっても，争点やその軽重

を明示的に確認されることは少ない，②争点整理序盤における訴訟指揮については裁判官ごと

に大きな違いはないが，中盤以降は頼極的に自らの認識を明示して的確に整理を進める裁判官

とそうでない裁判官に分かれるといった指摘がされている。

（

22



そして，裁判所と当事者との間で認識が共有できた事件では，争点整理が円滑に進み，早

期に和解や判決に至っているが，認識の共有が図られなかった事件では，認識のそごｶﾐ生じ，

①裁判所が求めた事項と異なる内容が記載された準備書面が提出される，②代理人が過剰な主

張立証を行って争点が拡散する，③争点の位置付けや軽重に関する認織のそごが審理終盤で明

らかになる，④当事者が不意打ちと感じる判決が出されると．いった弊害が生ずることがある。

認識共有を阻害する要因

裁判所と当事者との間の認識共有を阻害する客観的要因（事件の性質の変化等） としては，

新たな専門的知見を要する事件や非典型的な事件（裁判所及び当事者の一方又は双方に知見の

蓄種がない｡)，感情的対立の激しい事件といった認識共有の難しい事件の増加が挙げられる。

また，裁判の担い手（裁判所及び当事者）に関する要因としては，①裁判官の争点整理に

対する消極的姿勢のほか，②本人に対する代理人の影響力の低下，③争点整理に対する代理人

の受動的姿勢，④争点整理段階における心証開示等に関する裁判官と代理人の意識のそご（そ

れぞれの手続段階に応じて事案の解明を目指す裁判官のアプローチと裁判官の時々の心証に集

中しがちな代理人のアプローチの違い） といった点が挙げられる。

認識共有のためのエ夫及びあい路

裁判所は， 当事者との間で争点等についての認識を共有するため，釈明権の行使や暫定的

心証開示を行い， 口頭の議論の活性化を図っているが，釈明権の行使や暫定的心証開示によっ

ても裁判所の意図が当事者に正確に伝わらないことがあり，裁判所と当事者との認織共有が進

まなかったり， 当事者からの予期しない反応や過剰な主張立証を招きかえって争点が拡散した

りするといったあい路がある。これに対しては，①求釈明等の際に裁判所の問題意識や根拠，

思考過程を具体的に説明する，②暫定的心証開示の際に，飽くまでも現時点における裁判所の

認織であり誤解等があれば指摘してほしい旨を説明した上で,結論ではなく枠組みを提示する

といった工夫がされている。また， 口頭の議論の活性化については，裁判所及び代理人の準備

不足や,代理人が裁判所の心証への影響等を懸念して即答を避ける傾向があるといったあい路

があり， これに対しては，①十分な準備ができるように集中的な口頭の識論を行う期日を事前

に予告する，②議論の際に理解を助けるため一覧表等の書面やホワイトボード等のツールを活

用するといった工夫がされている。

そして,認識共有が図られたことの確認等の観点から，争点整理の結果について調書記載等

による記録化が行われているが，記載の正確性の確保や当事者との調整のために相応の労力

と時間が必要となるといったあい路があり， これに対しては，認識共有のためのツールと割

り切って余り厳密な記載を目指さないといった工夫がされている。

さらに，審理の見通しについての認識を共有し，迅速な審理を実現するため，計画的審理も

イ
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《

行われているが，計画を立てても予定どおり進行しないことが多いといったあい路があり，

これに対しては，①審理状況に応じて考えられる当面の進行を当事者に伝え，和解協議等の

意向を聴取しつつ認識共有を図る，②事案に応じて，期日でのやり取りや今後の双方当事者

への「宿題」等を記載したメモを当事者に渡すといった工夫がされている。なお，大規模庁

を中心に，裁判所と弁護士会との間で争点整理のプラクテイスに関する意見交換が行われ，

認識共有の促進においても一定の成果を上げているが，そのような意見交換に参加していな

い裁判官・弁護士への成果の還元が課題となっている。

（2）検証検討会での議論

検証検討会では，争点整理期間の長期化の一因である認識共有の客観的阻害要因について，

法律構成自体から整理が必要となる非典型的な損害賠償請求事件の増加等の影響が大きいとの意

見があった。この点については，非典型的な事件の中にも，インターネット関係の事件や新たな

金融商品に係る損害賠償請求事件のように， 当初は認識共有が困難でもノウハウが蓄積すること

により定型化が進んでいく事件もあり， このような事件については，定型化に向けた工夫が必要

であるとの意見も出された。

また，認識共有を阻害する裁判の担い手に関する要因については，裁判所と当事者との間で

明示的に争点等を確認していない事件においては争点が拡散するなどして期日が－，二回余分に

行われることもあるのではないかとの指摘があったほか，裁判官，代理人ともに争点整理が双方

向のコミュニケーションの場であるとの意識が不足しているとの意見があり，実情調査において

も， 当事者と認識を共有するという意識自体が希薄なのではないかとの印象を受ける裁判官もい

たとの指摘もあった。他方，代理人については，争点整理が裁判所と代理人とで協働して行うも

のであるとの認識が既に定着しているとの意見もあったが，現状ではなお受動的な姿勢にとどま

っている代理人が多いとの意見もあった｡そして， これらを踏まえ，争点等について裁判所と当

事者との間で認識共有を促進していくためには，①争点等を言葉に出して確認することについて

の裁判官，代理人双方の意識付けが重要である，②裁判官及び代理人がそれぞれどのような役割

を果たすべきかを考える必要がある，③争点整理を実質化する･には代理人の努力も必要であるが

まずは裁判官の工夫により突破口を見つけるべきであるといった意見が出された。

〔

〔
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（3）関連する定量的データ

ここで，認識共有を阻害する客観的要因に関し，若干の定量的データを説明しておく。

【図】は，平成19年のデータを基準に平均審理期間の長短で事件類型を4分類した上'0，各年

の民事第一審訴訟（人事訴訟事件及び「金銭のその他」事件を除く）の既済事件総数に占める割

合の推移を見たものである。事件票上の事件の分類が現在のものとなった平成19年以降，平均

審理期間が短い事件類型（建物，貸金等）の既済件数の割合は減少し，他方，平均審理期間が比

較的長い事件類型（その他の損害賠償（非典型的な損害賠償請求事件が多いと思われる。 ）や労

働，知的財産等）の既済件数の割合が増加していることが分かる。ところで，平均審理期間の長

短に照らすと，前者の事件類型は単純平易なものが多いのに対し，後者の事件類型は相当程度複

雑困難なものが多いと考えられる。そうすると，定量的データからも，近年，単純平易な事件の

大'幅な減少及び相当程度複雑困難な事件の大幅な増加により，事件全体としては複雑困難化が進

んでおり，特に，争点等についての認識共有が困難となる非典型的な損害賠償請求事件が増加し

ているということができる。

（

【図】平均審理期間による率件類型別既済件数の割合の推移

平均審理期側が短い頚件顛型(建物,貸金,立替金等）

平均審理期間が比岐的短い蛎件類型(土地,売買代金等）

色平均審理期澗が比較的長い率件顛型(その他の損害賠償.交通損害賠俊.労働,知的財産等）

■平均審理期間が長い事件類型(医撫損害賠悩.廸築癩疵損害賠償等）
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短い事件類型」 ， 6月超12月以下の事件類型（土地，その他，売買代金，金銭債権存否，手形異議，第三者異
議，手形金）を「平均審理期間が比較的短い事件類型」 ， 12月超18月以下の事件類型（その他の損害賠償，交通
損害賠償，建築請負代金，労働金銭，労働，知的財産金銭，土地境界，知的財産，責任追及等）を「平均審理期間
が比較的長い事件類型」 ， 18月超の事件類型（医療損害賠償，建築暇疵損害賠償，公害損害賠償，公害差止め）
を「平均審理期間が長い事件類型」に分類した。これら4類型の内訳は，平成19年から平成28年の間，おおむ
ね変化がない。
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（4）今後に向けての検討

争点整理期間の長期化傾向は前回から大きな変化が見られない'1．争点整理手続を円滑に進め

るためには，裁判所と当事者との間で主要な争点や重要な証拠についての認識を共有していくこ

とが肝要であるところ，実情調査の結果からは， この認識共有が必ずしも円滑に行われていない

場合があることがうかがわれる。

非典型的な損害賠償請求事件など比較的複雑困難な事件が増加している中で，適切かつ迅速

な審理を実現するためには，裁判所と当事者との間で的確に争点等につ､1ての認識共有を図る必

要性がより一層高まっている一方で，認識共有の困難性も増大している。そうである以上，手続

に携わる裁判所及び代理人は，認識共有を進める上で何をすべきかを十分に意識しそれぞれ必要

な役割を果たしていくことが求められる。この点，裁判所においては，単に当事者の主張反論を

促して対比するだけでなく，釈明権の行使や暫定的心証開示を適切に行い， 口頭の議論を活性化

させることが重要である。そして， このような役割を適切に果たすため，①釈明権行使等の際に，

裁判所の問題意誠や根拠，思考過程を具体的に説明する，②口頭の議論を活性化させるため，集

中的な口頭の議論を行う期日を事前に予告して準備を促すといった工夫がされており，裁判所と

弁謹士会との間でも争点整理のプラクテイスに関する意見交換が行われているところである。

もっとも，前記のとおり，裁判所の心証開示等が不十分であるとの認餓を持っている代理人

もなお少なくなく， 当事者と認識を共有するという意識自体が希薄なのではないかとの印象を受

ける裁判官もいたとの指摘もある。そこで，裁判所としては，事前準備を十分に行った上で， 自

らの認繊をより意識的に示し， 当事者との間で積極的に認識共有を図っていく必要があると思わ

れる。釈明権の行使や暫定的心証開示については，争点整理に対する裁判所と代理人のアプロー

チに違いがあり，代理人の関心がその時々の裁判所の心証に集中しがちであること等をも踏まえ，

裁判所の意図がより正確に伝わるよう，具体的な方法を更に検討することが必要であるし，認識

共有ができたことを明示的に確認すること等も求められよう。また，認織にそごが残るおそれを

減らすとともに，共有された認識の内容を客観的に確認できるようにするという観点から，争点

整理の結果の記録化の在り方について引き続き検討することも必要であろう。 さらに， メリハリ

のある争点整理手続を進め，真の争点に審理を集中させるためには，大まかな審理計画について

も裁判所と当事者との間で認識を共有しておくことも有益といえ，そのための方策についての検

討も課題となる。

他方，代理人には，争点整理は裁判所が主導的に行うものとして受動的な姿勢で臨むのでは

なく，争点の解明に主体的に関わり，共通基盤の形成を裁判所と協働して行うという発想をより

〈

〔

'】人証調べを実施して対席判決で終局した事件における第1回口頭弁論期日から人証調べ開始までの平均期間は,前回は
12.9月であるところ,平成28年は13.5月と長期化している。
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強く持ち，当事者本人からの事情聴取などの事前準備を十分に行うことはもちろん，主張書面の

作成においても実質的な争点を意識した記載を心掛けるなどすることも望まれるように思われる。

また,上記のようなアプローチの違いを超えて，争点整理が双方向のコミュニケーションを通じ

て認識共有を目指すプロセスであることについてのイメージを共有し，裁判官による釈明権の行

使や暫定的心証開示はこのようなプロセスの一環として行われているものであることへの理解を

より深めることも必要であろう。そして，裁判所と弁護士会との間での協議の場を利用してこれ

らのプラクティスを更に洗練されたものとするだけでなく，そのような協議に参加していない裁

判官や弁護士にも協議の成果を還元し，具体的な争点整理の改善に結びつけていくことも求めら

れる。

0

3合議体による審理の活用

（1）実情調査の結果

庁の規模等による態勢の違いにもかかわらず，いずれの庁においても合議体による審理の活

用に積極的に取り組まれており，代理人からも好意的に受け止められていた。合議に付す事件の

選別に当たっては，事件の類型や規模， 当事者の属性，判断が社会に与える影響等のほか，合議

の未済件数，単独事件処理の繁忙度といった要素が考慮されている。付合議基準を策定したり，

新件受理時に合議相当性を合議体で検尉したり，定期的に単独事件の状況を部内で共有したりし

て合議相当事件を適切に合議に付す取組がされており，従前より広く合議体による審理の活用が

されるようになっている。

このような合繊体による審理の活用により，多角的な観点から争点整理を行うことができ，

①判決の内容が深みのあるものとなる，②裁判所から提示される和解案の説得力が高まる，③審

理の方向性が早期に定まることで審理期間が短くなるといった効果が出ており，他方，合議事件

の増加に伴う審理期間の長期化等の弊害は生じていない。

（2）検証検討会での議論

検証検討会では，現状としては，付合議の活用の取組は本当にふさわしい事件を合議にして

いくとの観点からすると，なお過渡期にあるとの指摘があったが，様々な庁で合議体による審理

を活用しようという取組を行っており，何か問題が生じてから合議に付すのでは遅いのではない

かとの認識も出てきて，早い段階からもう少し広めに合議に吸い上げて進行を検討する取組をし

ているところもあることが指摘された。

（3）今後に向けての検討

各庁において，従前より広く合議体による審理が活用されており，審理期間の短縮を含む

様々な効果が現れているところである。もっとも，審理期間が2年を超える長期未済事件（合議

〔

I

〔
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9

体による審理がふさわしい複雑困難な事件が相当数含まれていると考えられる｡）の多くが依然

として単独事件として処理されており'2，そのような事件の中には，合議に付すことにより，早

期に審理の方向性を定めることができるものがあるのではないかと考えられ，なお検証が必要で

ある。この点，多くの部において付合議基準が策定され，新件受理時に合議相当性を合議体で検

討したり，定期的に単独事件の状況を部内で共有したりする取組が行われているが， これらの取

組のあい路やその克服策については，部の実情に応じた具体的な検討が必要であろう。

また，合議体による審理の活用により，①判決の内容が深みのあるものとなる，②裁判所か

ら提示される和解案の説得力が高まるといった効果も指摘されているが，単に合議事件の数を増

やすだけでは，かえって事件の滞留等の弊害を生じさせるおそれもあるところであり， このよう

な弊害を防ぎつつ,．更に広く合議体による審理を活用するためには，その前提となる態勢の整備

を進めていくことのほか，合議体の櫛成員が無理なく参加して，効率的かつ効果的な合識を行う

ことができるようにするための方策を模索していくことが求められる。そして， このような合議

を行う上でのあい路は，部の実情に応じて千差万別であると考えられるから， これを克服するた

めの方策についても，部の実情に応じて具体的に検討することが必要である。

て

4事件動向

実情調査では，裁判所に訴訟提起される事件として，貸金や登記といった典型的なものが減

少する一方で非典型的なものをはじめとする種々の損害賠償請求が増加する傾向が指摘された。

また，新受事件が増加しない要因については，①弁護士人口の増加に伴い，訴訟前の交渉で双方

に弁護士が代理人として就くことが増え，典型的な事件は訴訟前に解決していることが増えてい

るのではないか，②経済活動が低調なことにより，紛争自体が減少しているのではないか，③企

業では，法令遵守が進んでいる上，社会的評価や紛争解決コストを意識して訴訟を回避する傾向

があるのではないか，④特定の分野ではADRの活用が進んでいるのではないかといった指摘が

ある一方，企業内弁護士の増加の影響については否定的な意見もあった。

検証検討会では，原子力損害賠償紛争解決センターによる和解仲介手続は，新受件数の抑制

に影響を及ぼしているのではないかとの意見や，建築関係訴訟では,ADRに限らず，保険の影

響もあって，検査等によるチェック態勢で紛争を未然に防ぐことが浸透してきているのではない

かとの意見のほか，企業内弁護士の増加によって，企業間紛争の訴訟前における解決や企業の法

令遵守が促進されている面もあるとの意見も出された。

一

(‐

'2審理期間が2年超の既済件数は,前回が単独事件4044件,合議事件1863件,合議率31.5％,平成28年が単独事件
4239件,合繊事件2201件,合議率34.2％となっている。
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刑事通常第一審事件'3全体について見ると，事件数（新受人員終局人員）は平成25年までの

減少傾向に歯止めが掛かり，若干の増減はあるもののおおむね横ばいの状況にある。平均審理期

間は3月前後で安定して推移し，審理期間の分布についても前回と同様である。 （ 【図1】 【図

2】 【図3】 ）

【図1】新受人員(延べ人員)及び平均審理期間の推移
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【図2】刑事通常第一審事件の終局人員(実人員)の推移
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'3刑事通常第一審事件とは,通常の公判手続による訴訟事件をいい,略式事件を含まない。
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【図s】審理期間の分布
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自白・否認別で見ても，平均審理期間はおおむね横ばいといってよい（ 【図4】 ） 。

【図4】平均審理期間の推移(全体，自白，否認）
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※全体とは,2つ以上の項目がある場合において,図表に掲載されている項目のほか‘図表に掲戦されていない項目を
も含んだものをいい,例えば,本図のとおり，自白･否認別においては,自白及び否認以外に，被告事件についての陳
述に入らずに終局した事件をも含む。
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刑事訴訟事件では，連日的開廷を原則とする裁判員裁判の導入に伴い，裁判員裁判対象事件以

外の事件（以下「非対象事件」 という。 ）の審理に停滞が生じないかとの懸念もあり得るところ

であるが，制度開始から相当年数を経過しても，そうした停滞が生じていることはうかがわれな

い。その余の主な統計データ（否認率，事案複雑等を事由とする長期係属実人員数，平均開廷回

数，平均開廷間隔，平均証人尋問公判回数，平均被告人質問公判回数等）については，前回から

大きな変化は見られない。 （ 【図5】 【表6】 【図7】 【表8】 【表9】 【表10】 ）

【図5】否認率の推移
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【表6】刑事通常第一審事件の概況データ
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【図7】事案複雑等を事由とする長期係属実人員の推移
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【表B】平均開廷間隔
（全体，自白,否認）

【表9】平均証人尋問公判回数
（全休，自白，否認）
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裁判員裁判対象事件についても，事件数は，裁判員法施行直後の時期に比べると少なくなって

いる（判決人員も同様である。 ） （【表11】 【図12】 ） 。
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受理後の罰条の変更等により.裁判員裁判対象事件になったものを含まず’同砺件に該当しなくなったものは含む。

1通の起所状で複数の罪名の異なる裁判員裁判対象車件が起訴された場合は,法定刑の最も亜い罪名に計上した。
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罰に間する法律2条に規定する罪である。
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【図12】裁判員裁判対象事件における判決人員の推移(自白･否認）
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判決人員は実人員である。

判決人員には少年法55条による家裁移送決定があったものを含み‘裁判員が参加す
る合膿体で涛理が行われずに公翫棄却判決があったものを含まない。

裁判員法8条1項の除外決定があったものを除く。

（ １
２

※

8

平均審理期間は，平成25年，平成26年と短縮傾向が続いていたが，平成27年以降， 自白・否認

の別に関わらず，再び長期化している。その要因は， 自白，否認のいずれについても’審理期間

の大半を占める公判前整理手続期間が再び長期化していることにある． （ 【図13】 【igll4】 【図

15】 ）

【図13】裁判員裁判対象事件における審理期間別事件割合の推移
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【図14】裁判員裁判対象事件における判決人員の平均審理期間の推移
（総数･自白･否潔）
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否麗の別においては,自白事件の件数と否浬事件の件数とを合算したものをいう。

【図15】裁判員裁判対象事件における判決人員の公判前竪理手続期間の
平均の推移(総数･自白･否潔）
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※「公判前整理手続期間の平均(月)｣は,裁判員裁判対象事件以外の事件で公判前整理手続に付さ
れずに公判を開いた後,罰条の変更等により裁判員裁判対象事件になり,期日間整理手続に付され
たもの等を除外して算出した。

審理の内容面では， 自白事件における検察官請求証人の取調べ人数が制度施行直後（平成22

年は0.4人）より顕著に増加して0．9人となっており，裁判員が法廷で臨場感を持って心証を形

成することができるように，重要な犯情事実に関する立証が人証によって行われる傾向が進んで

きていることがうかがわれる。

36
《

11
、

11．7
1，0 ロハ｡ － 112

121

9a－禽彦一室一一輩---等一冒宇'函
／壁ノーー.－里隆一學一.一息
鼠し灸ジ身---量---=画一一遍－－句一?ヲ§b
シ〆

■■■

ノ. U ／U.〃・画 ダ．昼 りoで

48

Q Q Q Q ロ ■ 由

酢一マーーさ ■÷ = ●今＝･－－．－今一一一一一一一一一◆一一=－－－ｰ一一一一一△ 一一一 一一 一一一■■凸一 ■ F 一■一 ＝ 上 ヰ ニ ー 一望 一 一一 コ

■今一一一一一一一一

公⑥

二一

10．1

友一里一染－ -準一昌伝一一｡

■一
一一一一一一一一一一

■－－－－－－－－－p 争－－ F二一一■■ﾛ■L一一一一一一一一一－'一一三 ｨ吉 一 句 ■ 己 ℃

28

◆ 8 0 ■ ■ ■ ■ ■



裁判員裁判において，公判中心主義,直接主義を徹底し，人証によって重要事実に関する心証

を形成できる審理を実践していくには，証人の記憶等の観点から早期に公判審理に臨むことが必

要であり，また，早期に審理を行うことは被告人の未決勾留期間を短くするという観点からも重

要である。このような問題意識からすれば，公判前整理手続を適切かつ合理的な期間内に終える

ことが重要な課題であり， これを実現するための工夫として，①起訴後早期に打合せを開いて，

裁判所が審理方針を説明し，検察官において迅速かつ柔軟な証拠開示を行うようにすることで，

弁護人が防御方針を早期に確定できるようにするとともに， 当事者が主張立証の暫定的な見通し

を述べる場合には， これに応じた進行を図る，②公判審理の規模が見通せたところで公判期日を

仮に予約することで，公判までの間隔を少しでも短くするなどの取組が行われてきたところであ

る。平成25年，平成26年と公判前整理手続期間が短縮傾向にあったのは， これらの取組が一定の

効果をもたらしたためと考えられる。他方で，平成27年以降，公判前整理手続期間が再び長期化

していることなどに鑑みると，上述のような各種の取組を続けるとともに，公判前整理手続では

どこまで詳細に争点等を整理すべきなのか，そもそも公判前整理手続で何を整理すべきなのか，

手続の主宰者である裁判所と訴訟追行の主体である当事者との役割分担はどうあるべきかなど，

公判前整理手続の基本的な在り方についても，引き続き法曹三者で議論を重ねて認識を共有して

て

いく必要がある。
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41 ． 1 家事事件14全体

家事事件のうち別表第一審判事件の新受件数は，平成26年と比べて，主として後見等監督処

分事件と後見人等に対する報酬付与事件の大幅な増加の影響で更に増加した（ 【図1】 ） 。一

方，別表第二事件の新受件数は，緩やかな増加傾向にあり，平均審理期間は高止まり状態又は緩
、

やかに長期化している（ 【図2】 ） 。ぐ

【図1】新受件数及び平均審理期間の推移(別表第一審判事件）

900,000

800,000

700,000

600,000

新500,000
受

#｣0O.00'
へ

件300,000
ー

200,000

1000000

0

3.0

816,218
ー--J764,35Z-

714‘197 7100563- 2.5

--650.529 一一句

【 ■

■

式當

1剛

：二

｜■603,999 614,823 617,022

に田や
３
｜
岬
引
峠
叫
、
叫
艸
』
壼
一
‐
加
Ｉ

９５
７
１８５

－
一
一

569.13

平
均
審
理
期
間
（
月
）

０
５
０

２
１
１

1.11． 〃
鋤
，
》

司り白Ｉ

一

一

■
■
■

炉
縦
阜
Ｉ

。 0.5

0.0
ダ

平成

19年1
平成

20年

平成

21年

平成

22年

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

28年

’ ｜
’

一新受件数 一→一平均審理期間

'4 「家事事件｣とは,家事事件手続法(以下｢家事法｣という｡）別表第一に掲げる事項についての審判事件(以下｢別表第一審判
事件｣という｡）,別表第二に掲げる事項についての審判事件(以下｢別表第二審判事件｣というも）,別表第二に掲げる事項につ
いての調停事件(以下｢別表第二調停事件』という｡）及び別表第二に掲げる事項以外の事項についての調停事件(以下｢一般
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別表第一審判事件は,おおむね従前の甲類審判事件に,別表第二事件は,おおむね従前の乙類事件にそれぞれ対応する。
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【図2】新受件数及び平均審理期間の推移(別表第二事件）
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一般調停事件については，新受件数が減少傾向にある一方，平均審理期間については緩やかな

長期化傾向にあり，平成26年以降は高止まり状態にある（ 【図3】 ） 。

【図3】新受件数及び平均審理期間の推移(一般調停事件）
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この傾向又は状態について，取下げで終局した事件の割合が減少する（ 【図4】 ）一方， これ

よりも相対的に平均審理期間が長期化する傾向にある調停成立で終局した事件（ 【図5】）の割

合が増加傾向にあることが影響しているのではないかと考えられることは，前回とほぼ同様であ

る。

【図4】一般調停事件の終局区分別割合の推移
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【図5】夫婦関係調整調停事件における終局区分別の平均審理期間の推移
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その余の主な統計データ（審理期間別の既済件数及び事件割合，終局区分別の既済件数及び事

件割合）については，基本的に前回から大きな変化は見られないものの（ 【表6】 【表7】 ） ，

別表第二調停事件についての「それ以外の事由」で終局した事件の割合が，前回（6.2％）より

3.5％増加している。これは，主として，家事法で別表第二調停事件でも新たに利用可能となっ

た調停に代わる審判で終局した事件の影響によるものと思われる（別表第二調停事件のうち，調

停に代わる審判で終局した事件の割合は，平成26年では2．7％であったものが，平成28年では

5.1％となっている。 ） 。

【表6】家事事件の審理期間別の既済件数及び事件割合
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【表7】家事事件の終局区分別の既済件数及び事件割合
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41 ． 2遺産分割事件

高齢化の影響等により新受件数（審判十調停）が長期的に見れば増加傾向にある。平均審理潮

間は， ここ数年間は12月前後で推移しており，長期的に見れば短縮傾向にある。 （ 【図8】 ）

【図8】新受件数(審判十調停)及び平均審理期間の推移(遺産分割事件）
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※本図における平均審理期間は,審判,調停の両手続を経た事件(例えば.調停が不成立になり審判移行した事件,あ
るいは審判申立て後に調停に付された事件)についても,これらを通じて1件と扱って計上した数値である(本項におけ
る既済事件のデータは全て同様である｡)。これに対し,本図における新受件数は,調停としての係属と審判としての
係属を別個に見た数値であり,例えば調停事件が不成立となって審判移行した場合には,審判事件の新受事件が1件
増える扱いとなる前提がとられている。

他の事件類型と比べて，家事法で新たに利用可能となった調停に代わる審判が前回（6.7％）

よりも更に積極的に活用されている（既済事件の15.5%) ( 【表91 ） 。

【表9】終局区分別の既済件数及び事件割合
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手続代理人弁護士の関与がある事件数は， ここ数年増加傾向にある（ 【図10】 ） 。

【図10】手続代理人弁護士の関与の有無別の既済件数の推移(遺産分割事件）
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その余の主な統計データ（審理期間別の既済件数及び事件割合，平均期日回数及び平均期日間

隔，平均当事者数）については，前回から大きな変化は見られない（ 【表11】 【表12】 【図

13】 ） 。

【表11】審理期間別の既済件数及び事件割合
（遺産分割事件及び民事第一審訴訟事件）

【表12】平均期日回数及び平均期日間隔
（遺産分割事件）
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